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　地域子育て支援は、保育所の地域の子育て家庭への気づきに端を発し、平成6年度「保育所等地域
子育てモデル事業」として取り組まれて以来、「地域子育て支援センター」「つどいの広場」「地域子育て

支援拠点事業」と発展し、「利用者支援事業」をその蓄積の中から生み出し今日に至っています。

　現在では、子育て家庭に最も身近な支援施設として、全国各地7,735カ所（R2年度）で“寄り添い型”と
表現される「地域子育て支援拠点事業」が展開されています。

　「地域子育て支援拠点事業」はその誕生から27年の間に、保育士を含む当事者性豊かな支援者ら
や行政により試行錯誤され、専門家や研究者による調査研究も積み重ねられて、今日、その役割と機

能、重要性、期待を増しながら、保育と並ぶ重要な「地域子育て支援分野」として成長してきました。

　近年における地域子育て支援の必要性と期待、社会的要請は、児童福祉法第48条の4に記された
保育所の「保育に支障がない限りにおいて」というレベルをはるかに超えた役割と働きが求められ、専

門分野としての地域子育て支援の知識や技術が求められる領域となっています。

　すでに、全国7,735カ所の地域子育て支援拠点事業のうち31.3％に当たる2,348カ所は、保育所に
併設されており、地域子育て支援の専門性が保育の専門性を含みながら展開されています。加えて、

地域子育て支援の発展の中から生まれた、利用者支援と地域連携を事業の柱とする「利用者支援事

業」についても、15.5％（445カ所）が保育所によって担われています。

　「保育所・保育士による地域の子育て支援」を、社会的要請に応えながら効果的に推進する上で、ま

ず検討すべきは、現在、多くの保育所が選択されている「地域子育て支援拠点事業」の保育所への併

設であり、そこでの事業骨子に基づく誠実な運営と実践だと考えます。

　令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において調査された「利用親子組数が少ない地域
子育て支援拠点の利用促進等に関する調査研究ー人口5万人未満の小規模な自治体に着目してー」
では、本検討会でも議論している小規模自治体の調査が行われました。

　報告書では、小規模自治体の地域子育て支援拠点が、減少する子育て家庭に対して、多機能化とア

ウトリーチによって、多様な子育て支援や保育・ソーシャルワーク機能を提供している事例と分析結果

が提供されています。

　今月（10/16.17）開催された「全国子育てひろば実践交流セミナーin 山梨（厚労省委託事業）」におい
ては、こうした状況を踏まえた施策の方向性として、厚生労働省子育て支援課より「多機能型地域子育

て支援の新たな展開に向けて」と題した資料が提供されています。

　小規模自治体の保育を担ってきた資源の今後の在り方を検討するで、保育を含めたマルチタスク化

の方向性を示唆する参照資料として、一部を添付します。　
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＜参照資料＞　
令和3年10月16・17日　オンライン開催
全国子育てひろば実践交流セミナーin 山梨（厚労省委託事業）

　　　厚生労働省子ども家庭局子育て支援課　提供資料より
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